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国
民
健
康
保
険
税

納
税
通
知
書
を
発
送

令
和
３
年
度

　
国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）
の
納
税

通
知
書
を
、
７
月
８
日
（
木
）
に
発
送
し

ま
す
。
今
年
度
の
国
保
税
の
変
更
点
は
、

低
所
得
世
帯
へ
の
軽
減
基
準
や
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
る
国
保
税
の
減

免
な
ど
で
す
。

　
詳
し
く
は
、
小
平
市
国
保
だ
よ
り
特
別

号
（
７
月
５
日
発
行
）
ま
た
は
小
平
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
保
険
年
金
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
３
０

８
月
２
日（
月
）ま
で
に

納

税

を

　
国
民
健
康
保
険
税
（
第
１
期
）
の
納
付

は
、
８
月
２
日（
月
）ま
で
で
す
。
納
期
限

を
過
ぎ
る
と
、ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、郵
便
局
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
納
付
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
納
期
限
の
翌
日
か

ら
３５
日
を
経
過
す
る
と
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で

の
納
付
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
詳
し
く

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
収
納
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５

２
７

高
齢
受
給
者
証
を
発
送

国
民
健
康
保
険

　
７０
歳
か
ら
７４
歳
ま
で
の
国
民
健
康
保
険

加
入
者
が
使
用
で
き
る
、
高
齢
受
給
者
証

の
有
効
期
限
は
７
月
３１
日
で
す
。
前
年
の

所
得
に
応
じ
て
負
担
金
の
割
合
を
判
定

し
、
８
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る
高
齢
受

給
者
証
を
７
月
下
旬
に
発
送
し
ま
す
。
医

療
機
関
で
は
、
保
険
証
と
高
齢
受
給
者
証

を
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
保
険
年
金
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
２
９

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
を

８
月
１
日
に
更
新

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

▪
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
（
減
額
認
定
証
）

　
す
で
に
交
付
さ
れ
て
い
る
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
へ
、
新
し
い
減
額
認
定
証
を

７
月
下
旬
に
発
送
し
ま
す
。

　
減
額
認
定
証
を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提

示
す
る
と
、
保
険
適
用
の
医
療
費
の
自
己

負
担
限
度
額
が
適
用
さ
れ
、
入
院
時
の
食

費
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

▪
自
己
負
担
割
合
が
３
割
の
方
の
限
度
額

適
用
認
定
証
（
限
度
額
認
定
証
）

　
す
で
に
交
付
さ
れ
て
い
て
、
同
じ
世
帯

の
被
保
険
者
全
員
の
住
民
税
課
税
所
得
が

い
ず
れ
も
６
百
９０
万
円
未
満
の
方
へ
、
新

し
い
限
度
額
認
定
証
を
、
７
月
下
旬
に
発

送
し
ま
す
。
限
度
額
認
定
証
を
医
療
機
関

の
窓
口
に
提
示
す
る
と
、
保
険
適
用
の
医

療
費
の
自
己
負
担
限
度
額
が
適
用
さ
れ
ま

す
。
減
額
認
定
証
や
限
度
額
認
定
証
を
希

望
す
る
方
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
保
険
年
金
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
３
８

国
民
年
金

▪
民
間
委
託
業
者
が
、
電
話
や
訪
問
を
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金
保
険

料
を
納
め
忘
れ
の
方
へ
の
納
付
や
免
除
の

案
内
業
務
を
、
株
式
会
社
ア
イ
ヴ
ィ
ジ
ッ

ト
・
東
洋
紙
業
共
同
企
業
体
に
委
託
し
て

い
ま
す
。
な
お
、
業
者
が
電
話
や
訪
問
の

際
、
お
金
を
お
預
か
り
す
る
こ
と
や
Ａ
Ｔ

Ｍ
へ
誘
導
し
て
操
作
を
依
頼
す
る
こ
と
な

ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
審
な
点
が
あ
っ
た

場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
株
式
会
社
ア
イ
ヴ
ィ
ジ
ッ
ト
・

東
洋
紙
業
共
同
企
業
体
☎
０
５
７
０
（
０

２
１
）
７
８
１

審
議
会
な
ど
の
日
程

　
傍
聴
す
る
方
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
マ
ス
ク
を

着
用
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
自
宅
で
検

温
し
、
体
調
不
良
の
方
の
傍
聴
は
お
控
え

く
だ
さ
い
。

　
Ｗウ

ェ

ブ

Ｅ
Ｂ
会
議
は
、
委
員
が
テ
レ
ビ
会
議

シ
ス
テ
ム
で
出
席
す
る
会
議
で
、
会
場
の

モ
ニ
タ
ー
で
傍
聴
で
き
ま
す
。
な
お
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
傍
聴
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
会
議
録
は
、
後
日
、
市
政
資
料
コ
ー
ナ

ー
（
市
役
所
１
階
）
ま
た
は
小
平
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

▪
教
育
委
員
会
定
例
会

と　
き　
７
月
１５
日
（
木
）　
午
後
２
時

か
ら

と
こ
ろ　
市
役
所
６
階
大
会
議
室

定　
員　
５
人

申
込
み　
当
日
、
午
後
１
時
４０
分
か
ら
、

会
場
で
受
付
（
先
着
順
）

問
合
せ　
教
育
総
務
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
６
８

▪
男
女
共
同
参
画
推
進
審
議
会
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ

会
議
）

と　
き　
７
月
２７
日
（
火
）　
午
後
２
時

か
ら

と
こ
ろ　
市
役
所
６
階
６
０
１
会
議
室

定　
員　
５
人

申
込
み　
当
日
、
会
場
へ
（
先
着
順
）

問
合
せ　
市
民
協
働
・
男
女
参
画
推
進
課

☎
０４２
（
３
４
６
）
９
６
１
８

▪
図
書
館
協
議
会

と　
き　
７
月
２９
日
（
木
）　
午
後
２
時

か
ら

と
こ
ろ　
中
央
図
書
館
３
階
視
聴
覚
室

定　
員　
１０
人

申
込
み　
当
日
、
会
場
へ
（
申
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　
中
央
図
書
館
☎
０４２
（
３
４
５
）

１
２
４
６

▪
介
護
保
険
運
営
協
議
会

と　
き　
７
月
２９
日
（
木
）　
午
後
２
時

２０
分
か
ら

と
こ
ろ　
福
祉
会
館
５
階
市
民
ホ
ー
ル

定　
員　
５
人

申
込
み　
当
日
、
午
後
２
時
１０
分
か
ら
、

会
場
で
受
付
（
先
着
順
）

問
合
せ　
高
齢
者
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
８
２
３

審
議
会
な
ど
の

委

員

を

募

集

▪
国
史
跡
鈴
木
遺
跡
保
存
活
用
検
討
委
員

会
　
市
内
に
所
在
す
る
鈴
木
遺
跡
は
、
日
本

を
代
表
す
る
後
期
旧
石
器
時
代
の
遺
跡

で
、
３
月
に
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し

た
。

　
市
で
は
、
今
後
の
鈴
木
遺
跡
の
保
存
や

活
用
の
あ
り
方
を
定
め
る
、
国
史
跡
鈴
木

遺
跡
保
存
活
用
計
画
を
策
定
し
ま
す
。
委

員
は
、
計
画
策
定
の
過
程
で
、
計
画
案
に

意
見
や
提
案
な
ど
を
し
ま
す
。

応
募
資
格　
市
内
在
住
の
１８
歳
以
上
で
、

年
２
・
３
回
程
度
、
平
日
の
午
後
に
開
催

す
る
検
討
委
員
会
に
出
席
で
き
る
方

※
ほ
か
の
審
議
会
な
ど
の
公
募
委
員
は
応

募
で
き
ま
せ
ん
。

募
集
人
数　
４
人
以
内

任　
期　
９
月
〜
令
和
５
年
３
月
３１
日

報　
酬　
１
万
２
千
円
（
予
定
日
額
）

申
込
み　
７
月
２８
日（
水
）ま
で
（
必
着
）

に
、「
私
の
考
え
る
鈴
木
遺
跡
の
周
知
と

活
用
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
文

（
８
百
字
程
度
）
に
住
所
、氏
名
、性
別
、

生
年
月
日
、
電
話
番
号
を
記
入
の
う
え
、

問
合
せ
先
へ
（
送
付
・
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
・

電
子
メ
ー
ル
可
）

※
委
員
は
選
考
審
査
会
で
決
定
し
、
結
果

を
全
員
に
通
知
し
ま
す
。
応
募
書
類
は
返

却
し
ま
せ
ん
。

問
合
せ　
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
（
〒
１８７
︱
８

７
０
１　
小
平
市
役
所
）
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
０
１
、
V

０４２
（
３
４
６
）
９
５

７
５
、
Abunkasports@city.kodai

ra.lg.jp

▪
特
別
支
援
教
育
推
進
委
員
会

　
委
員
は
、
特
別
支
援
教
育
の
一
層
の
推

進
を
図
る
た
め
、
意
見
な
ど
を
し
ま
す
。

応
募
資
格　
市
内
在
住・在
勤・在
学
で
、

平
日
の
日
中
に
開
催
す
る
推
進
委
員
会

（
任
期
中
４
回
程
度
）
に
出
席
で
き
る
方

※
ほ
か
の
審
議
会
な
ど
の
公
募
委
員
は
応

募
で
き
ま
せ
ん
。

募
集
人
数　
３
人
以
内

任　
期　
９
月
〜
令
和
５
年
３
月
３１
日

報　
酬　
１
万
２
千
円
（
日
額
）

申
込
み　
７
月
２６
日
（
月
）
ま
で
（
必

着
）
に
、「
小
・
中
学
校
に
お
け
る
特
別

支
援
教
育
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
」
を
テ

ー
マ
に
し
た
作
文
（
８
百
字
程
度
）
に
住

所
、
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
電
話
番

号
、
職
業
を
記
入
の
う
え
、
問
合
せ
先
へ

（
送
付
・
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
・
電
子
メ
ー
ル

可
）

※
委
員
は
選
考
審
査
会
で
決
定
し
、
結
果

を
全
員
に
通
知
し
ま
す
。
応
募
書
類
は
返

却
し
ま
せ
ん
。

問
合
せ　
指
導
課
（
〒
１８７
︱
８
７
０
１　

小
平
市
役
所
）
☎
０４２
（
３
１
２
）
１
２
１

４
、
V

０４２
（
３
４
６
）
９
５
７
８
、
A

shido@city.kodaira.lg.jp

小
平
市
経
営
方
針

推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定

第
１
期

　
市
で
は
、
第
１
期
小
平
市
経
営
方
針
推

進
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
小
平
市
第
四

次
長
期
総
合
計
画
基
本
構
想
で
定
め
た
自

治
体
経
営
方
針
に
掲
げ
る
４
つ
の
方
向
性

の
も
と
、
令
和
３
年
度
か
ら
６
年
度
ま
で

に
取
り
組
み
、
ま
た
は
検
討
を
進
め
る
２８

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
内
容
は
、
市
政
資
料
コ
ー
ナ
ー
（
市
役

所
１
階
）、東
部・西
部
出
張
所
、図
書
館
、

小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま

す
。
な
お
、市
政
資
料
コ
ー
ナ
ー
、東
部・

西
部
出
張
所
で
は
、
１
冊
百
１０
円
で
販
売

も
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　
行
政
経
営
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
７
５
６

介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書

納
入
通
知
書
を
発
送

６５
歳
以
上
の
方
へ

　
６５
歳
以
上
の
方
に
、
介
護
保
険
料
額
決

定
通
知
書
と
納
入
通
知
書
を
、
７
月
中
旬

に
発
送
し
ま
す
。
届
き
ま
し
た
ら
、
保
険

料
額
の
計
算
方
法
や
納
付
方
法
な
ど
の
内

容
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

▪
今
年
度
の
主
な
変
更
内
容

　
詳
し
く
は
、
通
知
書
に
同
封
の
お
知
ら

せ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
保
険
料
基
準
月
額
を
改
定

　
介
護
保
険
給
付
費
の
増
加
を
受
け
、
保

険
料
基
準
月
額
を
５
千
３
百
円
か
ら
、
５

千
８
百
円
に
改
定
し
ま
し
た
。

▽
所
得
段
階
の
細
分
化

　
負
担
能
力
に
応
じ
た
き
め
細
か
い
保
険

料
設
定
と
な
る
よ
う
、
一
定
以
上
の
所
得

層
へ
の
所
得
段
階
を
３
段
階
新
設
し
て
、

第
１８
段
階
ま
で
細
分
化
し
ま
し
た
。

▽
所
得
段
階
第
７
段
階
か
ら
第
９
段
階
ま

で
の
対
象
合
計
所
得
金
額
の
範
囲
を
変
更

　
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
を

受
け
、
変
更
し
ま
し
た
。

▪
低
所
得
者
へ
の
保
険
料
軽
減

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
（
所
得
段
階

が
第
１
〜
３
段
階
の
方
）
へ
、
昨
年
度
に

引
き
続
き
、
公
費
で
負
担
し
て
保
険
料
軽

減
を
継
続
し
ま
す
（
申
請
不
要
）。

※
令
和
３
年
度
の
保
険
料
は
、
令
和
２
年

中
の
所
得
な
ど
で
決
定
さ
れ
ま
す
。

▪
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
な

ど
の
減
免
制
度

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

で
、
世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
の
収
入

が
大
幅
に
減
少
し
た
、
事
業
の
継
続
が
難

し
く
な
っ
た
、
そ
の
ほ
か
市
で
定
め
る
基

準
に
該
当
し
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
方
は
、
減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
高
齢
者
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
１
０

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
を

ご

希

望

の

方

　
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
は
、
更
新

や
新
規
取
得
の
際
に
必
要
な
書
類
で
す
の

で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
東
京
バ
ス
協
会
☎
０３
（
５
３
０

８
）
６
９
５
０

介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
発
送

要
介
護
・
要
支
援
認
定
な
ど
を

受
け
て
い
る
方
へ

　
要
介
護
・
要
支
援
認
定
な
ど
を
受
け
て

い
る
方
へ
、
８
月
１
日
以
降
適
用
の
介
護

保
険
負
担
割
合
証
を
、
７
月
中
旬
に
発
送

し
ま
す
。
届
き
ま
し
た
ら
、
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
や
施
設
へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
今
回
発
送
す
る
負
担
割
合
証
の
負
担
割

合
（
１
割
、
２
割
ま
た
は
３
割
）
は
、
令

和
２
年
中
の
収
入
・
所
得
を
も
と
に
判
定

し
て
い
ま
す
。

▪
２
割
負
担
の
方

　
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が
百
６０
万
円
以

上
の
方
で
、
年
金
収
入
と
そ
の
他
の
合
計

所
得
金
額
（
合
計
所
得
金
額
か
ら
年
金
の

雑
所
得
を
除
い
た
金
額
）
の
合
計
が
単
身

世
帯
で
２
百
８０
万
円
以
上
、
ま
た
は
６５
歳

以
上
の
方
が
２
人
以
上
い
る
世
帯
で
３
百

４６
万
円
以
上
の
方
が
対
象
で
す
。

▪
３
割
負
担
の
方

　
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が
２
百
２０
万
円

以
上
の
方
で
、
年
金
収
入
と
そ
の
他
の
合

計
所
得
金
額
の
合
計
が
単
身
世
帯
で
３
百

４０
万
円
以
上
、
ま
た
は
６５
歳
以
上
の
方
が

２
人
以
上
い
る
世
帯
で
４
百
６３
万
円
以
上

の
方
が
対
象
で
す
。

問
合
せ　
高
齢
者
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
１
０

東
日
本
大
震
災

原
子
力
災
害
の
特
例

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

　
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
・
損
壊
し

た
家
屋
、
ま
た
は
原
子
力
災
害
の
居
住
困

難
区
域
内
に
所
在
す
る
家
屋
や
そ
の
敷
地

を
所
有
し
て
い
る
方
な
ど
が
、
代
替
の
家

屋
や
土
地
を
取
得
し
た
際
に
は
、
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
が
減
額
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

※
要
件
や
提
出
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
税
務
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５

２
５

今
月
の

７ 月

税

◇
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
（
第
２

期
）

◇
国
民
健
康
保
険
税
（
第
１
期
）

※
納
付
は
、
８
月
２
日
（
月
）
の
納
期

限
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

※
市
税
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
付
で
き
る
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の

納
付
（
ヤ
フ
ー
公
金
）、
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
ア
プ
リ
で
の
納
付
も
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
納
税
通
知
書
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

※
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▪
市
税
を
納
期
限
内
に
納
付
で
き
な
い

方
は
、
納
税
相
談
を

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
、
収
入
が
大
幅
に
減
少
し
た
、
事

業
の
継
続
が
難
し
く
な
っ
た
な
ど
、
市

税
を
納
期
限
内
に
納
付
で
き
な
い
事
情

が
あ
る
方
は
、
納
税
が
猶
予
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
収
納
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９

５
２
７


